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(57)【要約】
【課題】決済装置の操作性を向上させる。
【解決手段】紙幣及び硬貨を収納し、収納した紙幣及び
硬貨の出金を行う入出金部を内部に備える筐体と、前記
筐体に設けられ、前記入出金部に対する紙幣の入金を受
け付ける紙幣投入部と、前記筐体の幅方向に前記紙幣投
入部と並べて設けられ、前記入出金部に対する硬貨の入
金を受け付ける硬貨投入部と、前記筐体に設けられ、前
記入出金部から出金された紙幣を前記筐体の外部に排出
する紙幣排出部と、前記紙幣投入部の下方に設けられ、
前記入出金部から出金された硬貨を前記筐体の外部に排
出する硬貨排出部と、を備え、前記紙幣投入部及び前記
硬貨投入部が設けられる第１領域は、前記筐体の高さ方
向において、前記紙幣排出部及び前記硬貨排出部が設け
られる第２領域よりも上方に位置する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紙幣及び硬貨を収納し、収納した紙幣及び硬貨の出金を行う入出金部を内部に備える筐
体と、
　前記筐体に設けられ、前記入出金部に対する紙幣の入金を受け付ける紙幣投入部と、
　前記筐体の幅方向に前記紙幣投入部と並べて設けられ、前記入出金部に対する硬貨の入
金を受け付ける硬貨投入部と、
　前記筐体に設けられ、前記入出金部から出金された紙幣を前記筐体の外部に排出する紙
幣排出部と、
　前記紙幣投入部の下方に設けられ、前記入出金部から出金された硬貨を前記筐体の外部
に排出する硬貨排出部と、
　を備え、
　前記紙幣投入部及び前記硬貨投入部が設けられる第１領域は、前記筐体の高さ方向にお
いて、前記紙幣排出部及び前記硬貨排出部が設けられる第２領域よりも上方に位置する決
済装置。
【請求項２】
　前記第１領域は、前記第２領域と離間している請求項１に記載の決済装置。
【請求項３】
　前記紙幣投入部は、前記紙幣の投入を受け付ける上方に開口した紙幣投入口を有し、
　前記硬貨投入部は、前記硬貨の投入を受け付ける上方に開口した硬貨投入口を有し、
　前記紙幣排出部は、前記紙幣を前記筐体の外部に排出する水平方向に開口した紙幣排出
口を有する、請求項１又は２に記載の決済装置。
【請求項４】
　前記硬貨排出部は、前記入出金部から出金された前記硬貨を前記筐体の外部で受ける、
上方が開口した硬貨排出皿を有し、
　前記硬貨排出皿は、前記紙幣排出口よりも前記筐体の奥行方向の手前側に設けられる請
求項３に記載の決済装置。
【請求項５】
　前記第２領域に設けられ、前記紙幣排出部及び前記硬貨排出部の排出動作に連動して音
声による報知を行う音声出力部を更に備える請求項１～４の何れか１項に記載の決済装置
。
【請求項６】
　前記決済装置で実行される決済処理の内訳を印字したレシートを排出するレシート排出
部を更に備え、
　前記レシート排出部は、前記第２領域で且つ前記紙幣排出部の上方に設けられる請求項
１～５の何れか１項に記載の決済装置。
【請求項７】
　紙幣及び硬貨を収納し、収納した紙幣及び硬貨の出金を行う入出金部を内部に備える筐
体と、
　前記筐体に設けられ、前記入出金部から出金された前記紙幣を前記筐体の外部に排出す
る水平方向に開口した紙幣排出口を有する紙幣排出部と、
　前記紙幣排出口の下方で、且つ前記紙幣排出口よりも前記筐体の奥行方向の手前側に設
けられ、前記入出金部から前記筐体の外部に出金された前記硬貨を受ける、上方が開口し
て硬貨排出皿と、
　を備え、
　前記紙幣排出部は、前記硬貨排出皿の開口全域を覆わない範囲で、前記紙幣排出口から
前記紙幣の一部を前記筐体の外部に露出する決済装置。
【請求項８】
　前記紙幣排出口及び前記硬貨排出皿の各々に設けられた発光部と、
　前記入出金部に入金された金額を基に決済処理を実行し、釣銭分の金額を前記入出金部
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から出金させる決済処理部と、
　釣銭の排出先となる前記紙幣排出口又は前記硬貨排出皿に設けられた前記発光部を発光
させる報知部と、
　を更に備える請求項７に記載の決済装置。
【請求項９】
　音声出力部を更に備え、
　前記報知部は、前記釣銭の存在を報知する音声を前記音声出力部から出力させる請求項
８に記載の決済装置。
【請求項１０】
　前記報知部は、前記釣銭の金種を報知する音声を前記音声出力部から出力させる請求項
９に記載の決済装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、決済装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スーパーマーケット等の店舗では、客自身が商品の登録及び決済処理を行うセル
フ型の決済装置や、店員が登録した商品の決済処理を客自身が行うセミセルフ型の決済装
置が用いられている。かかる決済装置では、客がアクセス可能な位置に、商品の代金とな
る紙幣及び硬貨を入金（投入）するための投入口がそれぞれ設けられているとともに、釣
銭となる紙幣及び硬貨を排出するための排出口がそれぞれ設けられている。
【０００３】
　しかしながら、従来の決済装置では、投入口や排出口がバラバラの位置に設置されてい
るため、場所が分かり辛いという問題がある。またこれにより、釣銭の放置や取り忘れが
発生する可能性もあるため、操作性の上で更なる改善の余地がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、決済装置の操作性を向上させることである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態の決済装置は、紙幣及び硬貨を収納し、収納した紙幣及び硬貨の出金を行う入
出金部を内部に備える筐体と、前記筐体に設けられ、前記入出金部に対する紙幣の入金を
受け付ける紙幣投入部と、前記筐体の幅方向に前記紙幣投入部と並べて設けられ、前記入
出金部に対する硬貨の入金を受け付ける硬貨投入部と、前記筐体に設けられ、前記入出金
部から出金された紙幣を前記筐体の外部に排出する紙幣排出部と、前記紙幣投入部の下方
に設けられ、前記入出金部から出金された硬貨を前記筐体の外部に排出する硬貨排出部と
、を備え、前記紙幣投入部及び前記硬貨投入部が設けられる第１領域は、前記筐体の高さ
方向において、前記紙幣排出部及び前記硬貨排出部が設けられる第２領域よりも上方に位
置する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、実施形態に係る決済装置の外観の一例を示す正面図である。
【図２】図２は、実施形態に係る決済装置（第１筐体）を上方から見た状態の外観を示す
図である。
【図３】図３は、図２に示した紙幣投入部及び硬貨投入部の周辺を示す図である。
【図４】図４は、図２に示した紙幣排出部及び硬貨排出部の周辺を示す図である。
【図５】図５は、図４に示した紙幣排出部及び硬貨排出部のＬ－Ｌラインの断面を模式的
に示す図である。
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【図６】図６は、実施形態に係る決済装置のハードウェア構成の一例を示す図である。
【図７】図７は、実施形態に係る決済装置の機能構成の一例を示す図である。
【図８】図８は、実施形態の決済装置１が実行する処理の一例を示すフローチャートであ
る。
【図９】図９は、変形例１に係る紙幣投入部及び硬貨投入部の配置例を示す図である。
【図１０】図１０は、変形例２に係るプリンタの配置例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下に添付図面を参照して、決済装置の実施形態を詳細に説明する。本実施形態では、
決済装置として、店員により登録された商品の決済を客自身が行うセミセルフ型の決済装
置を適用した例について説明する。なお、本実施形態の決済装置は、店員が操作する登録
装置とネットワークを介して接続され、登録装置で登録された商品の内訳（商品名、価格
、購入点数、合計金額等）を示す取引情報を、登録装置又は店舗サーバ等から取得可能で
あるとする。
【０００８】
　図１は、実施形態にかかる決済装置１の外観の一例を示す正面図である。なお、以下に
説明する図において、Ｘ方向は、操作者と向かい合う決済装置１の前面側を正面とした場
合の、決済装置１の幅方向の向きを意味する。Ｙ方向は、決済装置１の奥行方向の向きを
意味する。Ｚ方向は、決済装置１の高さ方向（上下方向）の向きを意味する。
【０００９】
　図１に示すように、決済装置１は、本体部２と、表示操作部５とを備える。本体部２は
、第１筐体３と、第２筐体４とを有する。第１筐体３は、内部に、貨幣（紙幣、硬貨）の
入出金を行う入出金部６４（図６参照）を収納する。また、第１筐体３は、操作者と向か
い合う前面側に、紙幣投入部３１、硬貨投入部３２、紙幣排出部３３、及び硬貨排出部３
４を備える。
【００１０】
　また、第１筐体３は、読取部３５を備える。読取部３５は、クレジットカード等の記憶
媒体から情報の読み取りを行う読取装置である。読取部３５は、例えば図１に示すように
第１筐体３の上面に設置される。
【００１１】
　また、第１筐体３は、レシート等を印字するプリンタ３６を備える。プリンタ３６は、
レシート排出部の一例である。プリンタ３６は、決済処理の内訳を印字したレシートを、
レシート排出口３６１から排出する。プリンタ３６は、例えば図１に示すように、第１筐
体３の上面に設置される。
【００１２】
　第２筐体４は、第１筐体３を下方から支持する。第２筐体４は、例えば内部に決済装置
１の動作を制御する制御部６１（図６参照）を収納する。なお、第１筐体３は、操作者が
立った状態で、紙幣投入部３１、硬貨投入部３２、紙幣排出部３３、及び硬貨排出部３４
を操作することが可能な高さで支持される。
【００１３】
　表示操作部５は、スタンド等の支持部材を介して、本体部２（第１筐体３）の上面に立
設される。表示操作部５は、モニタ５１と、タッチパネル５２と、モニタスピーカ５３と
を有する。
【００１４】
　モニタ５１は、後述する制御部６１の制御の下、決済装置１の操作を支援する画面等を
表示する。タッチパネル５２は、モニタ５１の表面に設けられており、操作者が触れた位
置に基づく情報を制御部６１（図６参照）に出力する。モニタスピーカ５３は、制御部６
１の制御の下、決済装置１の操作方法等を案内する音声を出力する。
【００１５】
　次に、上述した紙幣投入部３１、硬貨投入部３２、紙幣排出部３３、及び硬貨排出部３
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４について説明する。
【００１６】
　図２は、決済装置１（第１筐体３）を上方から見た状態の外観を示す図である。図３は
、図２に示した紙幣投入部３１及び硬貨投入部３２の周辺を示す図である。図４は、図２
に示した紙幣排出部３３及び硬貨排出部３４の周辺を示す図である。図５は、図４に示し
た紙幣排出部３３及び硬貨排出部３４のＬ－Ｌラインの断面を模式的に示す図である。
【００１７】
　なお、図２では、決済装置１の前面に立つ操作者の目線から見た第１筐体３の状態を示
している。ここで、操作者の目の高さは、表示操作部５の辺りを想定しており、当該高さ
から見下ろした第１筐体３の状態を示している。
【００１８】
　上述したように、決済装置１は、第１筐体３の前面側に、紙幣投入部３１、硬貨投入部
３２、紙幣排出部３３、及び硬貨排出部３４を備える。
【００１９】
　紙幣投入部３１は、第１筐体３の上方に形成された段部に設けられる。紙幣投入部３１
は、図３に示すように、紙幣投入口３１１と、発光部３１２とを有する。
【００２０】
　紙幣投入口３１１は、上方に開口した略長方形状の開口部である。紙幣投入口３１１は
、決済装置１の幅方向に沿って横長で配置される。紙幣投入口３１１の長手方向の寸法は
、最大サイズの紙幣９１の長辺よりも大きい。紙幣投入口３１１の短手方向の寸法は、最
大の厚みを有する紙幣９１の１枚の厚さよりも大きく、複数枚の紙幣９１が重なって通過
できる程度であることが好ましい。また、紙幣投入口３１１の深さは、最大サイズの紙幣
の短辺よりも大きく形成されている。
【００２１】
　つまり、紙幣投入口３１１では、図２に示すように、紙幣９１の長辺を横にして短辺を
立てた状態で、複数枚の紙幣９１を一度に投入することが可能となっている。紙幣投入口
３１１に投入された紙幣９１は、図示しない搬送機構によって第１筐体３内の入出金部６
４（紙幣釣銭機６４１）へと搬送される。
【００２２】
　発光部３１２は、紙幣投入口３１１の周辺に設けられる。例えば、発光部３１２は、操
作者に対向する紙幣投入口３１１の前面側の縁部に沿って設けられる。発光部３１２は、
ＬＥＤ（Light　Emitting　Diode）等の発光部材及び光透過性の導光部材等によって形成
され、後述する制御部６１により発光が制御される。
【００２３】
　また、紙幣投入部３１は、紙幣投入口３１１に投入された紙幣９１を検出するセンサ装
置や、紙幣投入口３１１を開閉するシャッタ機構等を有する（何れも図示せず）。センサ
装置は、例えば紙幣投入口３１１内に設けられ、紙幣９１の有無を検出する。センサ装置
の検出結果は、制御部６１に出力される。シャッタ機構は、制御部６１の制御の下、紙幣
投入口３１１を開閉する。
【００２４】
　硬貨投入部３２は、紙幣投入部３１と同じ段部に設けられる。硬貨投入部３２は、図３
に示すように、外側から内側へ向かって下る漏斗状の傾斜面３２１と、傾斜面３２１の最
下部に設けられた孔３２２と、発光部３２３とを有する。ここで、傾斜面３２１と孔３２
２とで形成される硬貨投入部３２の構成は、硬貨投入口に対応する。つまり、硬貨投入口
は上方に開口した開口部を形成する。
【００２５】
　孔３２２は、１枚以上の硬貨９２が通過可能な大きさを有する。具体的には、孔３２２
の寸法は、長手方向には、径が最大の硬貨９２の直径よりも大きく、長手方向に直交する
幅方向には、最も厚い硬貨９２の厚さよりも大きい。また、孔３２２の寸法は、複数枚の
硬貨９２が重なって通過できる程度であることが好ましい。つまり、孔３２２の幅方向の



(6) JP 2021-189863 A 2021.12.13

10

20

30

40

50

寸法は、最も厚い硬貨９２の厚さの２倍よりも大きいことが好ましい。
【００２６】
　このように、傾斜面３２１と孔３２２とを配置することで、硬貨投入部３２は、上方か
ら投入される硬貨９２を効率的に受け入れることができる。孔３２２に投入された硬貨９
２は、図示しない搬送機構によって第１筐体３内の入出金部６４（硬貨釣銭機６４２）へ
と搬送される。
【００２７】
　発光部３２３は、傾斜面３２１の周辺に設けられる。例えば、発光部３２３は、傾斜面
３２１の上端縁部に沿って設けられる。発光部３２３は、ＬＥＤ等の発光部材及び光透過
性の導光部材等によって形成され、後述する制御部６１により発光が制御される。
【００２８】
　また、硬貨投入部３２は、孔３２２に投入された硬貨９２を検出するセンサ装置や、孔
３２２を開閉するシャッタ機構等を有する（何れも図示せず）。センサ装置は、例えば傾
斜面３２１や孔３２２内に設けられ、硬貨９２の有無を検出する。センサ装置の検出結果
は、制御部６１に出力される。シャッタ機構は、制御部６１の制御の下、孔３２２を開閉
する。
【００２９】
　上述した紙幣投入部３１及び硬貨投入部３２は、図２及び図３に示すように、決済装置
１（第１筐体３）の幅方向に並べて配置される。具体的には、硬貨投入部３２は、決済装
置１の幅方向の一方の端部側（本実施形態では右側）に寄せて配置される。また、紙幣投
入部３１は、決済装置１の幅方向の他方の端部側（本実施形態では左側）から硬貨投入部
３２に隣接する位置にかけて配置される。また、紙幣投入部３１は、決済装置１の幅方向
の中央を跨ぐように横長に配置される。
【００３０】
　このように、紙幣投入部３１と硬貨投入部３２とを同一の高さに設置することで、操作
者は、貨幣の投入操作を容易に行うことができるため、操作性の向上を図ることができる
。また、紙幣投入部３１及び硬貨投入部３２では、紙幣９１や硬貨９２を上方から落とし
て入れる投入方式となっているため、投入する貨幣の視認性を上げることができる。また
。紙幣投入部３１及び硬貨投入部３２での投入方式を、上方から落として入れる同様の投
入方式とすることで、操作者が操作に不慣れな場合であっても、貨幣の投入を容易に行う
ことができるため、利便性の向上を図ることができる。さらに、紙幣投入部３１と硬貨投
入部３２とを決済装置１の幅方向に並べて配置することで、決済装置１の奥行方向へのス
ペースのコンパクトにすることができるため、決済装置１の小型化を図ることができる。
【００３１】
　一方、紙幣排出部３３は、図４に示すように、紙幣排出口３３１と、発光部３３２とを
有する。紙幣排出口３３１は、操作者が存在する方向、つまり水平方向に開口した略長方
形状の開口部である。紙幣排出口３３１は、決済装置１の幅方向に横長で配置される。紙
幣排出口３３１の長手方向の寸法は、最大サイズの紙幣９１の長辺よりも大きい。紙幣排
出口３３１の短手方向の寸法は、最大の厚みを有する紙幣９１の１枚の厚さよりも大きく
、複数枚の紙幣９１が重なって通過できる程度であることが好ましい。
【００３２】
　紙幣排出口３３１は、図示しない搬送機構によって入出金部６４（紙幣釣銭機６４１）
から搬送された紙幣９１を第１筐体３の外部に排出する。具体的には、紙幣排出口３３１
は、紙幣９１の短辺が搬送方向（図５の矢印Ｃ方向）に対して平行に搬送される紙幣９１
を、決済装置１の外部に排出させる。これにより、紙幣排出口３３１は、図２に示すよう
に、紙幣９１の長辺を操作者に向けた状態で水平に排出させる。また、紙幣排出部３３は
、排出対象の紙幣９１が複数枚である場合、紙幣９１を重ねた状態で紙幣排出口３３１か
ら排出させる。なお、紙幣９１を重ねた状態で排出する機構については、公知の技術を用
いることが可能である。
【００３３】
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　また、紙幣排出部３３は、図示しないローラ等で紙幣９１の後端部分を保持することで
、紙幣排出口３３１から紙幣９１が飛び出してしまわないよう、紙幣９１の一部を紙幣排
出口３３１内に留める。また、紙幣排出部３３は、後述する硬貨排出皿３４２の開口全域
を覆わない範囲で、紙幣排出口３３１から紙幣９１の一部を第１筐体３の外部に露出させ
る。以下、紙幣排出口３３１から露出する紙幣９１の短手方向の長さを、飛び出し量とも
いう。
【００３４】
　発光部３３２は、紙幣排出口３３１の周辺に設けられる。例えば、発光部３３２は、紙
幣排出口３３１の縁部に沿って設けられる。発光部３３２は、ＬＥＤ等の発光部材及び光
透過性の導光部材等によって形成され、後述する制御部６１により発光が制御される。
【００３５】
　また、紙幣排出部３３は、紙幣排出口３３１から排出された紙幣９１を検出するセンサ
装置や、紙幣排出口３３１を開閉するシャッタ機構等を有する（何れも図示せず）。セン
サ装置は、例えば紙幣排出口３３１内に設けられ、紙幣９１の有無を検出する。センサ装
置の検出結果は、制御部６１へと出力される。シャッタ機構は、制御部６１の制御の下、
紙幣排出口３３１を開閉する。
【００３６】
　硬貨排出部３４は、図４及び図５に示すように、硬貨排出口３４１と、硬貨排出口３４
１から排出された硬貨９２を第１筐体３の外部で受ける硬貨排出皿３４２と、発光部３４
３とを有する。
【００３７】
　硬貨排出口３４１は、入出金部６４（硬貨釣銭機６４２）から出金された硬貨９２を搬
送する図示しない搬送機構に接続されており、搬送機構によって搬送された硬貨９２を硬
貨排出皿３４２に排出する。
【００３８】
　硬貨排出皿３４２は、底面３４２１と、当該底面３４２１の縁部に形成された側壁３４
２２とで形成され、上方に開口した形状を有する。底面３４２１は、例えば図５に示すよ
うに、決済装置１の奥側から手前側にかけて下る傾斜面で形成され、硬貨排出口３４１か
ら排出された硬貨９２を保持する。かかる形状とすることで、硬貨排出口３４１から排出
された硬貨９２を、硬貨排出皿３４２の前面側に寄せることができる。なお、底面３４２
１は、水平面であってもよい。
【００３９】
　側壁３４２２は、例えば底面３４２１に向けて下る傾斜面で形成される。また、底面３
４２１と側壁３４２２とを接続する隅部は、底面３４２１と側壁３４２２とを滑らかに接
続する曲面状で形成されている。この曲面形状により、底面３４２１から側壁３４２２に
沿って硬貨９２をスムーズに滑らすことができるため、硬貨排出皿３４２から硬貨９２を
取り出す際の容易性を実現することができる。
【００４０】
　発光部３４３は、硬貨排出皿３４２の周辺に設けられる。例えば、発光部３４３は、発
光部３４３の前面側の縁部に沿って設けられる。発光部３４３は、ＬＥＤ等の発光部材及
び光透過性の導光部材等によって形成され、後述する制御部６１により発光が制御される
。
【００４１】
　また、硬貨排出部３４は、硬貨排出口３４１から排出された硬貨９２を検出するセンサ
装置や、硬貨排出口３４１を開閉するシャッタ機構等を有する（何れも図示せず）。セン
サ装置は、例えば硬貨排出皿３４２の底面３４２１や側壁３４２２に設けられ、硬貨９２
の有無を検出する。センサ装置の検出結果は、制御部６１に出力される。シャッタ機構は
、制御部６１の制御の下、硬貨排出口３４１を開閉する。
【００４２】
　さらに、紙幣排出部３３又は硬貨排出部３４の周辺には、音声出力部の一例である出金
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部スピーカ３７が設けられる。本実施形態では、出金部スピーカ３７は、硬貨排出部３４
の右方に配置した例を示している。出金部スピーカ３７は、制御部６１の制御の下、紙幣
排出部３３又は硬貨排出部３４の排出動作と連動し、釣銭の存在を報知するための音声を
出力する。
【００４３】
　このように、決済装置１では、実際に釣銭が排出される紙幣排出部３３及び硬貨排出部
３４の周辺に出金部スピーカ３７を設けているため、出金部スピーカ３７から音声を出力
することで、操作者の意識を紙幣排出部３３及び硬貨排出部３４に向けることができる。
【００４４】
　上述した紙幣排出部３３及び硬貨排出部３４は、図２及び図４に示すように、決済装置
１（第１筐体３）の高さ方向に並べて配置されている。具体的には、紙幣排出部３３及び
硬貨排出部３４は、決済装置１の幅方向において、当該幅方向の略中央に配置されている
。また、硬貨排出部３４は、決済装置１の高さ方向において、紙幣排出部３３の下方（直
下）に配置されている。また、硬貨排出部３４の硬貨排出皿３４２は、決済装置１の奥行
方向において、紙幣排出部３３（紙幣排出口３３１）よりも、決済装置１の手前側に配置
されている。
【００４５】
　また、図５に示すように、紙幣排出部３３の紙幣排出口３３１から排出される紙幣９１
の飛び出し量Ｄは、硬貨排出皿３４２の開口の全域を覆わない範囲で制限されている。つ
まり、紙幣投入部３１から排出された硬貨９２は、紙幣排出口３３１から排出された紙幣
９１によって覆われることなく、視認可能な状態で硬貨排出皿３４２に保持される。
【００４６】
　なお、飛び出し量Ｄの値は、任意に調整することが可能である。例えば飛び出し量Ｄは
、硬貨排出皿３４２の開口を１／３覆う程度の値としてもよい。また、飛び出し量Ｄは、
紙幣９１の搬送機構や紙幣排出口３３１が備える機構によって機械的に制御してもよいし
、紙幣９１の搬送量を制御することでソフト的に制御する形態としてもよい。
【００４７】
　このように、紙幣排出部３３と硬貨排出部３４とを高さ方向に並べて配置し、且つ硬貨
排出部３４が有する硬貨排出皿３４２を、紙幣排出部３３の紙幣排出口３３１よりも手前
側に配置することで、操作者は排出された釣銭を容易に確認することができる。したがっ
て、決済装置１では、釣銭の取り出しに係る操作性を向上させることができ、釣銭の放置
や取り忘れを減らすことができる。
【００４８】
　また、紙幣排出口３３１から排出される紙幣９１の飛び出し量Ｄは、硬貨排出皿３４２
の開口の全域を覆わないよう制限されているため、操作者は、硬貨排出皿３４２に排出さ
れた硬貨９２を容易に確認することができる。したがって、決済装置１では、釣銭として
排出された硬貨９２の放置や取り忘れを減らすことができる。
【００４９】
　また、紙幣排出部３３と硬貨排出部３４とを決済装置１の高さ方向に並べて配置するこ
とで、硬貨排出皿３４２の幅方向のサイズを大きく確保することができる。これにより、
決済装置１は、釣銭として排出される硬貨９２の保持量を増やすことができる。また、決
済装置１では、排出された硬貨９２の視認性や、硬貨９２を取り出す際の容易性を向上さ
せることができる。
【００５０】
　さらに、紙幣投入部３１、硬貨投入部３２、紙幣排出部３３、及び硬貨排出部３４の全
体配置に着目すると、図２に示すように、紙幣投入部３１及び硬貨投入部３２は、領域Ａ
（第１領域に対応）に設けられ、紙幣排出部３３及び硬貨排出部３４は、領域Ｂ（第２領
域に対応）に設けられる。ここで、領域Ａは、領域Ｂよりも上方に位置する。また、領域
Ａと領域Ｂとは、所定の長さ分離間している。
【００５１】
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　このように、貨幣の投入に係る紙幣投入部３１及び硬貨投入部３２を領域Ａに集約し、
釣銭の排出に係る紙幣排出部３３及び硬貨排出部３４を領域Ｂに集約することで、操作者
が操作する場所を分かり易くすることができる。これにより、決済装置１では、操作者が
貨幣の投入操作や釣銭の取り出し操作を行う際に、操作の対象となる部位を直観的に把握
させることができるため、操作性の向上を図ることができる。
【００５２】
　また、決済装置１では、紙幣投入部３１（紙幣投入口３１１）及び硬貨投入部３２を上
方開口とし、紙幣排出部３３及び硬貨排出部３４から排出される貨幣を水平方向に排出す
る構成となっている。これにより、操作者は、決済装置１の前面を上方から見た場合、図
２に示すように、紙幣投入部３１（紙幣投入口３１１）、硬貨投入部３２、紙幣排出部３
３（紙幣排出口３３１）、及び硬貨排出部３４（硬貨排出皿３４２）を容易に見渡すこと
ができる。また、操作者は、領域Ａで貨幣を投入した後、領域Ｂに視線を移すことで釣銭
の確認を容易に行うことができる。したがって、決済装置１では、操作性の向上を図ると
ともに、釣銭の放置や取り忘れを減らすことができる。
【００５３】
　次に、図６を参照して、決済装置１のハードウェア構成について説明する。図６は、決
済装置１のハードウェア構成の一例を示す図である。図６に示すように、決済装置１は、
制御部６１を備える。
【００５４】
　制御部６１は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）、ＲＯＭ（Read　Only　Memory
）、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）等のコンピュータ構成を有する。ＣＰＵは、プロ
セッサの一例である。ＲＯＭは、ＣＰＵが実行する各種プログラムや各種データを記憶す
る。ＲＡＭは、ＣＰＵがプログラムを実行する際に一時的にデータやプログラムを記憶す
る。制御部６１は、ＣＰＵがＲＯＭから読み出したプログラムをＲＡＭに展開して実行す
ることで、決済装置１の各部を統括的に制御する。
【００５５】
　なお、決済装置１で実行されるプログラムは、インストール可能な形式又は実行可能な
形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ（Di
gital　Versatile　Disk）等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録されて提供
される。
【００５６】
　また、決済装置１で実行されるプログラムを、インターネット等のネットワークに接続
されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさせることにより提供
するように構成してもよい。また、決済装置１で実行されるプログラムをインターネット
等のネットワーク経由で提供又は配布するように構成してもよい。また、決済装置１で実
行されるプログラムを、ＲＯＭ等に予め組み込んで提供するように構成してもよい。
【００５７】
　制御部６１には、通信Ｉ／Ｆ６２が接続される。通信Ｉ／Ｆ６２は、ＬＡＮ（Local　A
rea　Network）等のネットワークに接続することが可能なインタフェースである。通信Ｉ
／Ｆ６２は、ネットワークに接続された外部の装置との間の通信を制御する。例えば、通
信Ｉ／Ｆ６２は、決済対象となる商品の合計金額等を記録した取引情報を登録装置から受
信する。
【００５８】
　また、制御部６１には、Ｉ／Ｏ機器制御部６３等を介して、上述した紙幣投入部３１、
硬貨投入部３２、紙幣排出部３３、硬貨排出部３４、読取部３５、プリンタ３６、出金部
スピーカ３７、モニタ５１、タッチパネル５２、及びモニタスピーカ５３等の他、入出金
部６４が接続される。制御部６１は、Ｉ／Ｏ機器制御部６３に接続された各機器を制御し
協働することで、決済装置１の動作を統括的に制御する。
【００５９】
　なお、図６では、Ｉ／Ｏ機器制御部６３に紙幣投入部３１、硬貨投入部３２、紙幣排出
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部３３、及び硬貨排出部３４を接続した状態を表しているが、実際に接続される対象は、
各部が備える発光部（発光部３１２、発光部３２３、発光部３３２、発光部３４３）、セ
ンサ装やシャッタ機構（図示せず）等の制御可能な電気部品であることは言うまでもない
。
【００６０】
　入出金部６４は、商品の代金や釣銭等の貨幣を収納する。また、入出金部６４は、貨幣
の入金や出金を実行する。具体的には、入出金部６４は、紙幣９１の入金及び出金を行う
紙幣釣銭機６４１と、硬貨９２の入金及び出金を行う硬貨釣銭機６４２とを備える。
【００６１】
　紙幣釣銭機６４１は、図示しない搬送機構を介して紙幣投入部３１に接続され、紙幣投
入部３１から入金（投入）された紙幣９１の正否を判別して正貨を収納する。また、紙幣
釣銭機６４１は、図示しない搬送機構を介して紙幣排出部３３に接続され、釣銭としての
紙幣９１を紙幣排出部３３から出金（排出）させる。なお、紙幣釣銭機６４１は、非正貨
（外国紙幣、偽紙幣等）と判別した場合、当該非正貨を収納することなく紙幣排出部３３
から出金させる。
【００６２】
　硬貨釣銭機６４２は、図示しない搬送機構を介して硬貨投入部３２に接続され、硬貨投
入部３２から入金（投入）された硬貨９２の正否を判別して収納する。また、硬貨釣銭機
６４２は、図示しない搬送機構を介して硬貨排出部３４に接続され、釣銭としての硬貨９
２を硬貨排出部３４から出金（排出）させる。なお、硬貨釣銭機６４２は、非正貨（外国
硬貨、偽硬貨等）と判別した場合、当該非正貨を収納することなく硬貨排出部３４から出
金させる。
【００６３】
　なお、硬貨排出部３４とは異なるリジェクト部（図示しない）を設けてもよい。当該リ
ジェクト部は、硬貨釣銭機６４２により非正貨と判別された非正貨を受け入れる部材であ
る。リジェクト部は、例えば、硬貨釣銭機６４２により非正貨と判別された非正貨を排出
するための排出口と、当該排出口から排出される非正貨を第１筐体３の外部で受けるリジ
ェクト皿とを有する。また、リジェクト部は、硬貨排出部３４と同様にリジェクト皿等に
発光部を備えてもよい。
【００６４】
　リジェクト部は、硬貨排出部３４と同じ高さにおいて、硬貨排出部３４と幅方向に並べ
て設けてもよい。この場合、正貨を排出する硬貨排出部３４と同じ領域Ｂに集約すること
ができ、操作者が操作する場所を分かり易くすることができる。これにより、決済装置１
では、貨幣の投入操作や釣銭の取り出し操作とともに、非正貨の取り出し操作についても
操作する場所を容易に視認可能となり、操作の対象となる部位を操作者に直観的に把握さ
せることができるため、操作性の向上を図ることができる。
【００６５】
　また、紙幣釣銭機６４１及び硬貨釣銭機６４２は、収納した貨幣の金額を制御部６１へ
通知する。また、紙幣釣銭機６４１及び硬貨釣銭機６４２は、制御部６１から、釣銭とし
て出金すべき金額の通知を受ける。
【００６６】
　次に、図７を参照して、決済装置１の機能構成について説明する。図７は、決済装置１
の機能構成の一例を示す図である。図７に示すように、決済装置１は、決済処理部７１と
、報知部７２とを機能部として備える。
【００６７】
　決済処理部７１及び報知部７２の一部又は全ては、決済装置１のプロセッサとメモリ（
ＲＯＭ等）に記憶された各種プログラムとの協働により実現されるソフトウェア構成であ
ってもよい。また、決済処理部７１及び報知部７２の一部又は全ては、決済装置１のプロ
セッサ等が具備する専用回路等で実現されるハードウェア構成であってもよい。
【００６８】
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　決済処理部７１は、操作者が購入する商品の決済処理を実行する。例えば、決済処理部
７１は、登録装置で売上登録された各商品の取引情報を取得し、当該取引情報に含まれた
商品の合計金額に基づき決済処理を実行する。
【００６９】
　具体的には、決済処理部７１は、紙幣投入部３１及び硬貨投入部３２を介して入金され
た貨幣の金額（以下、入金金額ともいう）を紙幣釣銭機６４１及び硬貨釣銭機６４２から
受け付ける。決済処理部７１は、取得した入金金額に基づいて商品の合計金額を支払う決
済処理を実行する。
【００７０】
　なお、紙幣投入部３１及び硬貨投入部３２にシャッタ機構が設けられている場合には、
決済処理部７１は、入金金額の受け付けに際し、紙幣投入部３１及び硬貨投入部３２のシ
ャッタ機構を開状態とすることで、貨幣を投入可能な状態へと移行させる。
【００７１】
　決済処理部７１は、入金金額を受け付けると、商品の合計金額から入金金額を減算した
残りの金額を釣銭金額として算出する。決済処理部７１、算出した釣銭金額を紙幣釣銭機
６４１及び硬貨釣銭機６４２に通知することで紙幣排出部３３及び硬貨排出部３４から釣
銭を排出させる。例えば、決済処理部７１は、釣銭として排出する紙幣９１の金種及び枚
数を紙幣釣銭機６４１に通知するとともに、釣銭として排出する硬貨９２の金種及び枚数
を硬貨釣銭機６４２に通知する。
【００７２】
　なお、紙幣排出部３３及び硬貨排出部３４にシャッタ機構が設けられている場合には、
決済処理部７１は、釣銭の排出に際し、排出先となる排出部のシャッタ機構を開状態とす
ることで、釣銭を排出可能な状態に移行させる。
【００７３】
　また、紙幣９１の飛び出し量をソフト的に制御する場合、決済処理部７１は、紙幣釣銭
機６４１から紙幣排出部３３に紙幣９１を搬送する搬送機構を制御することで、硬貨排出
口３４１から露出する紙幣９１の飛び出し量を所定の値に制限する。
【００７４】
　そして、決済処理部７１は、釣銭の排出が完了すると、取引情報に含まれた各商品の金
額や合計金額、入金金額及び釣銭金額等の取引の内訳を示したレシートをプリンタ３６に
印字させ、レシート排出口３６１から排出させる。
【００７５】
　さらに、決済処理部７１は、上述した決済処理に係る操作を支援するための画面をモニ
タ５１に表示させるとともに、操作方法等を案内する音声をモニタスピーカ５３から出力
させる。
【００７６】
　なお、読取部３５でクレジットカード等の媒体から電子決済に係る情報が読み取られた
場合、決済処理部７１は、媒体から読み取られたユーザＩＤや電子決済に係る情報に基づ
き、商品の合計金額を支払う決済処理を実行する。
【００７７】
　報知部７２は、決済処理部７１と協働することで、貨幣の投入及び釣銭の排出に係る操
作部位を操作者に報知する。
【００７８】
　具体的には、報知部７２は、入金金額の受け付けに際し、紙幣投入部３１の発光部３１
２及び硬貨投入部３２の発光部３２３を発光させることで、貨幣の投入場所を操作者に報
知する。これにより、決済装置１では、貨幣の投入場所を決済装置１の操作者に認識させ
ることができるため、貨幣の投入に係る操作性の向上を図ることができる。
【００７９】
　また、報知部７２は、釣銭の排出に際し、排出先となる排出部の発光部を発光させるこ
とで、釣銭の排出場所を操作者に報知する。例えば、釣銭として紙幣９１が排出される場
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合、報知部７２は、紙幣排出部３３に設けられた発光部３３２を発光させることで、紙幣
排出部３３から釣銭が排出されることを操作者に報知する。また、例えば、釣銭として硬
貨９２が排出される場合、報知部７２は、硬貨排出部３４に設けられた発光部３４３を発
光させることで、硬貨排出部３４から釣銭が排出されることを操作者に報知する。
【００８０】
　このように、決済装置１では、決済処理の実行により、紙幣９１及び硬貨９２の何れか
一方又は両方で釣銭の排出動作が発生した場合、釣銭が排出される排出部の発光部を用い
て報知を行う。これにより、報知部７２は、釣銭が排出される場所を決済装置１の操作者
に認識させることができるため、釣銭の放置や取り忘れを減らすことができる。
【００８１】
　なお、報知部７２は、発光による報知を行う間、該当する発光部を継続して発光させて
もよいし、断続的に発光させる点滅等の発光制御を行ってもよい。
【００８２】
　また、報知部７２は、釣銭の排出に際し、釣銭の存在や排出される釣銭の金種（紙幣又
は硬貨）等を案内する音声を出金部スピーカ３７から出力させることで、釣銭の存在を操
作者に報知する。例えば、釣銭として紙幣９１が排出される場合、報知部７２は、釣銭と
して紙幣９１が排出される旨を音声により報知する。また、例えば、釣銭として硬貨９２
が排出される場合、報知部７２は、釣銭として硬貨９２が排出される旨を音声により報知
する。
【００８３】
　このように、報知部７２は、決済処理の実行により、紙幣９１及び硬貨９２の何れか一
方又は両方の釣銭が発生した場合、紙幣排出部３３及び硬貨排出部３４が設けられた領域
Ｂに存在する出金部スピーカ３７を用いて、釣銭の存在や金種を報知する。これにより、
決済装置１では、釣銭の存在や釣銭が排出される場所を決済装置１の操作者に認識させる
ことができるため、釣銭の放置や取り忘れを減らすことができる。
【００８４】
　また、報知部７２は、領域Ｂに設けられた出金部スピーカ３７を用いて、釣銭の存在や
金種を報知する。これにより、決済装置１では、紙幣排出部３３及び硬貨排出部３４に意
識を向けさせた状態で、釣銭の存在や釣銭が排出される場所を操作者に認識させることが
できるため、釣銭の放置や取り忘れの更なる減少を図ることができる。
【００８５】
　なお、報知部７２が、出金部スピーカ３７から音声を出力させるタイミングは、発光部
３３２や発光部３４３を発光させる発光タイミングと同じであってもよいし、発光タイミ
ングの後としてもよい。後者の場合、例えば、紙幣排出部３３及び硬貨排出部３４に設け
られたセンサ装置により、釣銭の存在が検知されている状態が所定時間（例えば、３秒等
）継続した場合に、出金部スピーカ３７から音声を出力させる形態としてもよい。
【００８６】
　以下、図８を参照して、決済装置１の動作について説明する。図８は、決済装置１が実
行する処理の一例を示すフローチャートである。なお、本処理の前提として、決済装置１
の操作者が購入する商品の登録は完了済であるものとする。
【００８７】
　まず、決済処理部７１は、決済処理の対象となる操作者の取引情報を、登録装置や店舗
サーバ等から取得する（ステップＳ１１）。
【００８８】
　続いて、報知部７２は、紙幣投入部３１の発光部３１２及び硬貨投入部３２の発光部３
２３を発光させることで、貨幣の投入場所を操作者に報知する（ステップＳ１２）。紙幣
投入部３１や硬貨投入部３２に貨幣が投入されると、決済処理部７１は、紙幣釣銭機６４
１及び硬貨釣銭機６４２を介して、投入された貨幣の金額（入金金額）を受け付ける（ス
テップＳ１３）。
【００８９】
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　続いて、決済処理部７１は、ステップＳ１３で受け付けた入金金額に基づき決済処理を
実行する（ステップＳ１４）。次いで、決済処理部７１は、商品の合計金額と入金金額と
の差分に基づき、釣銭の有無を判定する（ステップＳ１５）。ここで、釣銭無と判定した
場合には（ステップＳ１５；Ｎｏ）、ステップＳ２３に移行する。
【００９０】
　一方、釣銭有りと判定した場合（ステップＳ１５；Ｙｅｓ）、決済処理部７１は、ステ
ップＳ１６に移行し、釣銭に紙幣９１が含まれるか否かを判定する（ステップＳ１６）。
釣銭に紙幣９１が含まれると判定された場合（ステップＳ１６；Ｙｅｓ）、報知部７２は
、紙幣排出部３３に設けられた発光部３３２を発光させることで、紙幣９１の釣銭がある
ことを操作者に報知する（ステップＳ１７）。また、決済処理部７１は、紙幣釣銭機６４
１と協働することで、釣銭となる紙幣９１を紙幣排出部３３から排出させ（ステップＳ１
８）、ステップＳ１９に移行する。
【００９１】
　また、決済処理部７１は、釣銭に紙幣９１が含まれないと判定した場合（ステップＳ１
６；Ｎｏ）、ステップＳ１９に直ちに移行する。
【００９２】
　続くステップＳ１９において、決済処理部７１は、釣銭に硬貨９２が含まれるか否かを
判定する（ステップＳ１９）。釣銭に硬貨９２が含まれると判定された場合（ステップＳ
１９；Ｙｅｓ）、報知部７２は、硬貨排出部３４に設けられた発光部３４３を発光させる
ことで、硬貨９２の釣銭があることを操作者に報知する（ステップＳ２０）。また、決済
処理部７１は、硬貨釣銭機６４２と協働することで、釣銭となる硬貨９２を硬貨排出部３
４から排出させ（ステップＳ２１）、ステップＳ２２に移行する。
【００９３】
　また、決済処理部７１は、釣銭に硬貨９２が含まれないと判定した場合（ステップＳ１
９；Ｎｏ）、ステップＳ２２に直ちに移行する。なお、ステップＳ１６～Ｓ１８と、ステ
ップＳ１９～Ｓ２１との処理順序はこれに限らず、逆であってもよい。
【００９４】
　続いて、報知部７２は、釣銭の存在や金種等を報知する音声を出金部スピーカ３７から
出力させることで、釣銭の存在を操作者に報知する（ステップＳ２２）。そして、決済処
理部７１は、決済処理の内訳をプリンタ３６に印字させることで、レシート排出口３６１
からレシートを排出させる（ステップＳ２３）。
【００９５】
　以上説明した実施形態は、上述の決済装置１が有する構成又は機能の一部を変更するこ
とで、適宜に変形して実施することも可能である。そこで、以下では、上述した実施形態
に係るいくつかの変形例を他の実施形態として説明する。なお、以下では、上述した実施
形態と異なる点を主に説明することとし、既に説明した内容と共通する点については詳細
な説明を省略する。また、以下で説明する変形例は、個別に実施されてもよいし、適宜組
み合わせて実施されてもよい。
【００９６】
（変形例１）
　上述の実施形態では、紙幣投入部３１と硬貨投入部３２とを隣接して配置する形態を説
明したが、これに限らず、紙幣投入部３１と硬貨投入部３２との間に間隙を設けてもよい
。例えば、図９に示すように、紙幣投入部３１と硬貨投入部３２との間に平面状の領域（
以下、載置部３８ともいう）を設けてもよい。
【００９７】
　図９は、本変形例に係る紙幣投入部３１及び硬貨投入部３２の配置例を示す図である。
図９に示すように、本変形例に係る構成では、紙幣投入部３１と硬貨投入部３２との間に
載置部３８が設けられている。
【００９８】
　ここで、載置部３８は、例えば硬貨９２を一時的に載置するための領域として使用する
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ことができる。具体的には、操作者は、紙幣投入部３１や硬貨投入部３２に紙幣９１や硬
貨９２を投入する前に、所持する貨幣を載置部３８に載置し、商品の代金として支払う貨
幣を選別しながら紙幣投入口３１１や孔３２２に投入することができる。
【００９９】
　特に、載置部３８と当該載置部３８に隣接する硬貨投入部３２の傾斜面３２１とを滑ら
かに接続することで、載置部３８から硬貨投入部３２の方向に硬貨９２を滑らせて、孔３
２２に硬貨９２を投入することができるため、硬貨９２の投入に係る操作性を向上させる
ことができる。
【０１００】
　なお、載置部３８に載置する硬貨９２が紙幣投入口３１１に入ることを防ぐため、硬貨
投入部３２に隣接する辺以外の載置部３８の縁部や、紙幣投入口３１１に隣接する縁部に
側壁等の仕切りを設ける形態としてもよい。
【０１０１】
　また、紙幣投入部３１（紙幣投入口３１１）が設けられた段部の平面よりも低い位置に
載置部３８を形成し、当該載置部３８の形状を段部平面から窪んだ皿状等の凹形状とする
ことで、載置部３８に載置された硬貨９２が紙幣投入口３１１に入ることを防止する構成
としてもよい。この場合、載置部３８に接続する硬貨投入部３２の傾斜面３２１の高さは
、載置部３８と同じ高さとすることが好ましい。
【０１０２】
　また、載置部３８を設ける位置は、紙幣投入部３１と硬貨投入部３２との間に限らず、
硬貨投入部３２に隣接する位置であれば特に問わないものとする。例えば、決済装置１の
奥行方向において、硬貨投入部３２の奥側や手前側に載置部３８を設ける形態としてもよ
い。また、紙幣投入部３１と硬貨投入部３２とを隣接させたまま、紙幣投入部３１を決済
装置１の幅方向の一端側（例えば左端）に寄せて配置することで生じた硬貨投入部３２と
決済装置１の幅方向の他端側（右端）との間隙に、載置部３８を設ける構成としてもよい
。
【０１０３】
（変形例２）
　上述の実施形態では、紙幣投入部３１及び硬貨投入部３２の上方にプリンタ３６を配置
する形態を説明したが、例えば、図１０に示すように、紙幣排出部３３の上方にプリンタ
３６を配置する形態としてもよい。
【０１０４】
　図１０は、本変形例に係るプリンタ３６の配置例を示す図である。図１０に示すように
、本変形例では、紙幣排出部３３の上方にプリンタ３６が設けられている。この場合、プ
リンタ３６は、レシート排出口３６１からレシート９３を排出することで、釣銭として排
出された紙幣９１の上方にレシート９３を位置付ける。
【０１０５】
　かかる配置とすることで、釣銭及びレシート９３の排出を行う紙幣排出部３３、硬貨排
出部３４、及びプリンタ３６を、紙幣投入部３１及び硬貨投入部３２が設置された領域Ａ
下方の領域Ｂに集約させることができる。これにより、操作者は、領域Ａで貨幣の投入操
作を行った後、視線を領域Ｂに移すことで、排出された貨幣及びレシートの取り出し操作
を容易に行うことができる。また、操作者は、領域Ａから領域Ｂに視線を移すことで、図
１０に示すように、釣銭として排出された紙幣９１、硬貨９２、及びレシート９３を容易
に確認することができるため、釣銭やレシート９３の取り忘れを減らすことができる。
【０１０６】
　なお、プリンタ３６の配置位置は、図１０の例に限定されるものではない。例えば、プ
リンタ３６は、硬貨排出部３４の下方に配置してもよいし、決済装置１の幅方向において
硬貨排出部３４と並べて配置してもよい。この場合においても、操作者は、領域Ａから領
域Ｂに視線を移すことで、釣銭として排出された紙幣９１、硬貨９２、及びレシート９３
を容易に確認することができるため、釣銭やレシート９３の取り忘れを減らすことができ
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【０１０７】
（変形例３）
　上述の実施形態では、決済装置１の奥行方向において、紙幣投入部３１（紙幣投入口３
１１）及び硬貨投入部３２（傾斜面３２１）の手前側の縁部と、紙幣排出部３３の紙幣排
出口３３１とを略同等の位置に配設する例を示したが、これに限らないものとする。
【０１０８】
　例えば、決済装置１の奥行方向において、領域Ｂが領域Ａよりも手前側に位置するよう
、領域Ａと領域Ｂとを階段状や傾斜に配設する形態としてもよい。これにより、決済装置
１の奥側から手前側にかけて全ての投入口や排出口（排出皿）を、より容易に見渡すこと
ができるため、操作性の更なる向上を図ることができる。
【０１０９】
（変形例４）
　上述の実施形態では、紙幣排出部３３及び硬貨排出部３４から釣銭を排出する際に、発
光部や出金部スピーカ３７を用いて報知する形態を説明したが、非正貨を排出する場合も
同様に報知を行ってもよい。なお、この場合、報知部７２は、非正貨が投入された旨を報
知する音声を出金部スピーカ３７から出力させることが好ましい。
【０１１０】
　これより、非正貨が投入された旨を決済装置１の操作者に認識させることができるため
、非正貨の放置や取り忘れを減らすことができる。
【０１１１】
（変形例５）
　上述の実施形態では、決済装置としてセミセルフ型の決済装置を説明したが、適用先は
これに限定されるものではない。例えば、決済装置は、セルフ型の決済装置に適用しても
よい。
【０１１２】
　この場合、決済装置１は、上述した構成に加え、商品に付されたバーコード等のコード
シンボルから当該商品の商品名や価格等を特定するための商品コードを読み取るスキャナ
装置を備える。また、決済処理部７１は、スキャナ装置での読み取りによって取引登録さ
れた一取引分の商品の合計金額を用いて決済処理を実行する。
【０１１３】
　また、決済装置として、例えば飲食店の食券等を発行する券売機（発券機）、駐車場や
駅等の精算機、自動販売機等に適用することもできる。
【０１１４】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、この実施形態は、例として提示したものであり
、発明の範囲を限定することは意図していない。この新規な実施形態は、その他の様々な
形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き
換え、変更を行うことができる。この実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれ
るとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０１１５】
　１　決済装置
　２　本体部
　３　第１筐体
　４　第２筐体
　５　表示操作部
　３１　紙幣投入部
　３１１　紙幣投入口
　３１２　発光部
　３２　硬貨投入部
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　３２１　傾斜面
　３２２　孔
　３２３　発光部
　３３　紙幣排出部
　３３１　紙幣排出口
　３３２　発光部
　３４　硬貨排出部
　３４１　硬貨排出口
　３４２　硬貨排出皿
　３４２１　底面
　３４２２　側壁
　３４３　発光部
　３５　読取部
　３６　プリンタ
　３７　出金部スピーカ
　３８　載置部
　９１　紙幣
　９２　硬貨
　９３　レシート
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１１６】
【特許文献１】特許第６０８８６２６号公報

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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